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東京都男女平等参画推進総合計画について

〇計画の位置づけ
・女性活躍推進法に基づく「東京都女性活躍推進計画」と、配偶者暴力防止法に基づく「東京都配偶者暴力対策基本計画」の両計画で構
成
・男女共同参画社会基本法に基づく都道府県男女共同参画計画及び東京都男女平等参画基本条例に基づく行動計画
〇計画期間 令和４年度（2022年度）から令和8年度（2026年度）までの５か年

目指すべき男女平等参画社会のあり方

誰もが安心して働き続けられる社会の仕組みづくり

根強い固定的性別役割分担意識等の変革

男女間のあらゆる暴力の根絶

このため、次の３つの視点から取組を強化・加速
➢働き方改革関連法など様々な法制度の整備が進む中、

社会の「仕組みづくり」を着実に進めていく必要がある

➢一方で、社会に根強く残る意識が仕組みの活用を阻むことから、

人々の行動変容につながる「意識改革」に、特に重点的に取り組む

➢加えて、コロナ禍で浮き彫りになった課題等に対応

女性も男性も自らの希望に応じて輝ける、だれにとっても住みやすい社会の実現

目指すべき男女平等参画社会の実現に向けて

計画の基本的考え方と３つの柱

基本的
考え方 男女平等参画推進に向け、企業の取組を加速させるとともに、家庭・職場などあらゆる場面での意識改革等を促していく

【第１の柱】

・女性管理職比率の向上を目指す

企業等への支援やインセンティブ付与

・正規雇用を目指す女性への支援強化

・女性の職域拡大・登用促進等を推進

・柔軟な働き方の普及定着

【第２の柱】

男女平等参画の推進に

向けたマインドチェンジ

【第３の柱】

・男女間のあらゆる暴力の根絶

・被害者支援団体への支援

・加害者対策への取組

ライフ・ワーク・バランスの実現と

働く場における女性の活躍推進

・プロスポーツチームや経済団体等多様な主体と連携した幅広
い世代に対する意識改革

・男性の家事育児参画促進「マインドチェンジプロジェクト」実施

・無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）への取組

・審議会等委員を「いずれの性も40%以上」とする「クオータ制」導入

配偶者暴力対策



ライフ・ワーク・バランスの実現と働く場における女性の活躍推進

１ 生活と仕事を両立できる環境づくり

（１）柔軟な働き方の普及・定着促進

（２）雇用機会の均等と女性の職域拡大・登用促進

（３）女性の就業継続やキャリア形成

２ 妊娠・出産・子育てに対する支援

３ 介護に対する支援

４ 職場や就職活動におけるハラスメントの防止

５ 起業等を目指す女性に対する支援

６ 育児や介護等を理由とする離職者に対する再就職支援

７ 生涯を通じた男女の健康支援

多様な人々の安心な暮らしに向けた支援

１ ひとり親家庭への支援 ２ 高齢者への支援 ３ 若年層への支援 ４ 障害者への支援 ５ 性的少数者への支援

配偶者暴力対策

１ 暴力を許さない社会形成のための啓発と早期発見

２ 多様な相談体制の整備

３ 安全な保護のための体制の整備

４ 自立生活再建のための総合的な支援体制の整備

５ 関係機関・団体等の連携の推進

６ 人材育成の推進

７ 二次被害防止と適切な苦情対応

８ 調査研究の推進

男女平等参画を阻害する様々な暴力への対策

１ 性暴力被害者に対する支援

２ ストーカー被害者に対する支援

３ セクシュアル・ハラスメント等の防止

４ 性・暴力表現等への対応

男女平等参画の推進に向けたマインドチェンジ

１ 生活と仕事における意識改革

（１）「働く」の意識改革

（２）男性の家事・育児参画に向けた意識改革

（３）男女平等参画に向けた意識改革

（４）社会制度・慣行の見直し

２ 教育・学習の充実

（１）学校での男女平等

（２）若者のキャリア教育の推進

（３）多様な学習・研修機会等の提供

３ あらゆる分野における女性の参画拡大

（１）政治・行政等分野

（２）防災・復興分野 （３）地域活動

東京都男女平等参画推進総合計画＜具体的な施策＞
女性活躍推進計画

配偶者暴力対策基本計画

※PDCAサイクルによる計画の実効性を高めるため、取組に応じて行動目標や達成年度などを設定

計画掲載事業数について（都 及び 都民・事業者の取組）

東京都配偶者暴力対策基本計画

都の取組 都民・事業者の取組

313

261

292

56

東京都女性活躍推進計画

総数

605

317 (注)事業数は再掲を含む



○ 配偶者暴力対策の総合的な取組に向けて、配偶者暴力対策事業の着実な推進を図り、機関相互の連携を
促進するとともに、中長期的な課題について検討する。

《内容》
・ 「東京都配偶者暴力対策基本計画」の進捗状況確認、各委員からの報告事項、部会における検討の報告など
・ 年２回程度開催

配偶者暴力対策ネットワーク会議

○ 関係機関の連携の促進
事務局：東京ウィメンズプラザ

《内容》
・ 各機関における現状の報告及び共通理解
・ 関係機関の連携のあり方と相談等の事例についての
総合的な検討

・ 年３回程度開催

配偶者暴力対策連携部会

○ 配偶者暴力対策、基本計画事業の着実な推進
事務局：生活文化スポーツ局男女平等参画課

《内容》
・基本計画における各局事業の進捗状況の把握、意見交換
・年２回程度開催

配偶者暴力対策推進部会
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第 33期東京都青少年問題協議会答申【概要】 

 

はじめに 

〇 近年、様々な不安や悩みを抱えた青少年が、SNS等を通じて、いわゆる「トー横」に

集まり、児童買春等の犯罪被害に遭う事案等が発生 

〇 現在も、関係機関が各種対策を講じているものの、この状況に改善が見られないことか

ら、更なる対策を講じる必要 

〇 「トー横」には、新宿区以外の青少年も来訪しており、広域行政体である都としても、

向き合う必要があると認識。また、都内の「トー横」以外の地域において同様の環境が構

築された場合、本検討は有効である可能性が高い。 

〇 なお、「トー横」で現に生じている青少年の各種被害等の解消が喫緊の課題。来訪の背

景にある家庭や学校等における問題の解消へ向け、関係機関の連携を念頭に置き、こうし

た各種被害等の抑止・軽減に極力焦点を絞り、検討を実施 

 

第１ 現状 

１ 青少年の「トー横」への集結状況、被害状況等 

 〇 警視庁等の関係機関によれば、「トー横」には数年前から青少年が集結。令和５年４

月の東急歌舞伎町タワーの開業前後で大きな変化はない状況とのこと 

 〇 集まる青少年につき、小学生も確認。多くは中学生、高校生で、女性が多い状況。ま

た、都外に居住する青少年も多く確認 

 〇 こうした青少年が、悪意のある大人によって、児童買春等の犯罪被害に遭うなどして

いる状況 

 〇 悪意のある大人による加害に関しては、青少年グループと親しい大人が言葉巧みに騙

すなどして加害に至るケース等、様々な態様を確認 

 〇 青少年の一部は、近くのホテルやネットカフェ等に一人又は複数名で泊まり、犯罪に

巻き込まれている状況。また、こうしたホテル等を拠点として、「トー横」に長期滞在

する者も確認 

２ 来訪の背景 

〇 都は、本協議会との関係で警視庁、児童相談所及び新宿区に対するアンケート調査

や、（公社）日本駆け込み寺に対するヒアリング等を実施 

〇 来訪の背景として、家庭や学校における悩み、刺激・非日常感、興味本位、友人との

付き合い、コンプレックス等の様々な理由が判明 

〇 来訪理由は、特定のものではなく、多様な理由が存在。また、複合的に絡み合ってい

る場合もある。 

〇 彼らの発言内容から、青少年が「トー横」に「居場所」を求めてきている状況が少な

からずあろうことが推測される。 
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３ 青少年の来訪のきっかけ 

 〇 令和５年１月に生活文化スポーツ局都民安全推進部が青少年の保護者を対象に実施

した調査では、青少年における SNS等の利用が広がっている実態が伺える状況が判明 

 〇 関係機関によれば、「トー横」に訪れる青少年の多くも、様々な背景から、何かしら

の「居場所」を求め、SNS等で「トー横」を検索し、来訪している状況があることが

確認されているとのこと。 

 

第２ 現在採られている主な対策 

１ 東京都生活文化スポーツ局都民安全推進部による取組 

 〇 「ターゲティング広告」を活用した啓発（以下「ターゲティング啓発」という。） 

 〇 リーフレット等による啓発の実施 

２ 東京都福祉局による取組 

 〇 若年被害女性等支援事業 

 〇 児童相談所による一時保護等 

３ 警視庁による取組 

 〇 補導活動 

 〇 各種法令による取締り 

 〇 防犯教室等を通じた各種啓発 

４ 新宿区による取組 

 〇 民間警備会社に委託し見守り活動等を実施 

 〇 歌舞伎町安全・安心対策事業等を通じた団体支援 

５ 民間団体による取組の例 

〇 困難を抱える者の相談等を実施 

 

第３ 犯罪被害等のリスクを抱える青少年の支援に向けた課題と解決の方向性 

１ 「トー横」に被害等のリスクを抱える青少年が集まること 

 〇 「トー横」に集まる青少年については、犯罪被害等に関する危険性を認識できない

などした状態で、悪意のある大人に囲まれており、犯罪被害等のリスクが高い者とい

える。 

 〇 引き続き、警察による補導活動を行うとともに、本人のリテラシー向上や悩みの解

消に向け、関係団体等と連携した相談対応や青少年本人に届く啓発等の対策を講じる

べき。また、もう一歩踏み込んだ実態把握も必要 

 〇 また、今後、SNS等をきっかけとして、「トー横」にやってくる者は少なからずいる

と予想されることから、SNS等を活用した啓発等も重要 

 〇 青少年に関係する者への対策も講じるべき。例えば、「トー横」に集まる青少年の保

護者に関する対策も検討すべき。関係機関の連携の在り方についても検討が必要 
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２ 加害者となり得る悪意のある大人が青少年の周りに存在していること 

 〇 「トー横」に集まる青少年の周辺に、加害者となり得る悪意のある大人が集結。確

信的に青少年に加害行為を行おうとしている者、確信的ではないが機会があれば青少

年の弱みに乗じる者とに大きく二分 

 〇 前者は、警告や警察の取締り、後者は、啓発等の推進が必要 

３ 被害場所等となり得る空間が存在していること 

 〇 一部の青少年は、警察等を避けるため、「トー横」周辺に存在する、ホテル・ネット

カフェ等のうち、比較的利用ハードルが低い個室空間を利用 

 〇 こうした場所については、犯罪被害に遭う可能性が高いほか、青少年が複数人で宿

泊すること等を可能とし、結果的に彼らが「トー横」に長期的に滞在することを助長 

 〇 まだその実態が不透明であり、まずは実態把握を早急に実施することが必要。ま

た、これと並行して、関係機関と連携し、啓発等の推進が必要 

 

第４ 都として喫緊に採るべき更なる対策 

１ 青少年への対策 

(1) 一歩踏み込んだ実態把握の実施 

〇 第４の１(2)の相談窓口等の活用、関係機関との一層緊密な連携等により、青少年の

声を直接聞き、その内容を分析すること等が考えられる。 

〇 また、SNS上でオープンになり、誰でも見ることができる青少年の投稿を収集し、そ

れを分析することも考えられる。 

(2) 青少年が気軽に来ることができる相談窓口等の構築 

〇 関係団体等と連携し、青少年に対して、身を守るために必要な情報を伝えるとともに、

彼らの相談内容に応じた適切な関係機関につなげることができるよう、従来の支援活動

に捉われない相談窓口等の体制を構築すべき。 

〇 この相談窓口等で得られた情報については、個人情報の取扱いに留意しつつ、関係機

関間でも共有し、青少年への支援に活かすべき。 

〇 なお、将来的な話になると思われるが、例えば、メタバース等を活用し、ネット空間

上に、上記と同様の相談窓口等を設置する施策も考えられる。 

(3)「トー横」における関係機関相互の緊密な連携 

〇 「トー横」に関係する都、警視庁、新宿区等の関係機関が情報を共有、議論すること

が考えられる。 

(4) ターゲティング啓発等の充実、強化 

 〇 ターゲティング啓発について、青少年の意見等を踏まえるなどして改良すべき。 

 〇 また、一般的な青少年に対する SNSを活用した啓発等についても充実、強化すべ

き。 

(5) 青少年の保護者への支援 

〇 保護者の相談先について、パンフレット等にとりまとめて配布するとともに、都の HP

に公開するなどの工夫が必要 
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２ 悪意のある大人への対策 

(1) ターゲティング啓発等の充実、強化 

 〇 ターゲティング啓発について、関係機関の意見等を踏まえるなどして改良すべき。 

 〇 また、一般的な大人に対する SNSを活用した啓発等についても充実、強化すべき。 

(2)「トー横」周辺のデジタルサイネージ等を用いた啓発等の実施 

〇 第４の２(1)に基づいて作成した動画等を、関係機関と連携しつつ、「トー横」周辺の

デジタルサイネージ等を活用して放映するなど、大人の犯罪抑止に向けた活動を積極的

に推進すべき。 

３ 被害場所等となり得る空間への対策 

(1) ホテル、ネットカフェ等への青少年の宿泊に関する実態把握 

 〇 関係機関やホテル業界等と緊密に連携し、実態を更に解明することが必要。第４の１

(2)の相談窓口等を活用して、こうした実態について情報収集を行うことも考えられる。 

(2) ホテル、ネットカフェ等に対する啓発 

 〇 現時点で判明している「トー横」における青少年の宿泊事実や被害態様等について啓

発を実施すべき。そうした情報を記載した資料（パンフレットやチラシ等）を作成し、

関係機関と連携の上、「トー横」周辺のホテル等に配布する方法が考えられる。 

 〇 なお、こうした啓発を推進しても、問題が発生し続ける場合、将来的には、都の青少

年健全育成条例の改正等、何らかの規制を行うことも考えられる。 

 

おわりに 

〇 「トー横」における対策は待ったなしの状況。本来であれば、実態解明を行った上

で、対策の検討を行うべきところ、それを待っていては、「トー横」における青少年の被

害等が増え続ける可能性が高いことから、緊急に実施すべき対策について提案。今後の

都の取組の速やかかつ効果的な実施を期待 

〇 一歩踏み込んだ実態把握を踏まえ、より効果的な更なる対策についても検討がなされ

るよう期待 

〇 なお、本答申で提言した施策は、現に生じている犯罪被害等への対処を念頭に置いた

ものであり、問題解決に向けたいわゆる「対症療法」に過ぎないという限界があること

も認識 

〇 問題の改善に向けては、「トー横」に来訪する青少年の背後にある、虐待やいじめへの

対策等といった、彼らの根本の悩みを解消するための施策が非常に重要。関係機関が一

層連携を密にし、今回の検討や本答申の内容を共有し、より一層強力に対策を講じるこ

とが求められる。 

〇 「トー横」に集まる青少年は、都外からも来ている実態が認められる。必要に応じ、

そうした道府県とも連携を取り、対応に当たる視点も大切 
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「  住宅セーフティ ネット 制度 」とは

※住宅確保要配慮者 ：  低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯など（ 詳細はP1 2 のQ1 を 参照）　

高齢者、障害者、子育て世帯等、住宅の確保に配慮が必要な方のために、民間の

空き 家・ 空き 室を 活用し て 、住宅確保要配慮者※の入居を 拒ま な い賃貸住宅

（ セーフ ティ ネット 住宅）の供給を 促進することを目的とした制度です。　 　 　 　 　

以下の３ つの柱から成り 立っています。

目次
1 . 住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度

● 専用ＷＥ Ｂ サイ ト による登録住宅の情報公開・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  Ｐ ３
●  住宅の登録基準・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  Ｐ ４
● 登録申請の流れ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  Ｐ ５
● 登録住宅と 専用住宅・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  Ｐ ６

２ .セーフティ ネット 住宅の改修・ 入居への経済的支援

●  改修費補助・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  Ｐ ７
●  家賃・ 家賃債務保証料等低廉化補助・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  Ｐ ８
●  東京都独自の補助 ・   ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・   Ｐ ９・ P1 0

３ .住宅確保要配慮者への居住支援

● 賃貸住宅への円滑な入居支援、入居後の見守り などの生活支援・ ・ ・ ・  Ｐ 1 0・ P1 1

◆よく あるＱ ＆Ａ  　 ◆問い合わせ先      ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  Ｐ 1 2

東京都の愛称は「 東京さ さ エール住宅」です！

3 . 居住支援1 . 登録制度

居住支援活動への補助

居
住
支
援
法
人

不動産関係団体
・ 宅地建物取引業者
・ 賃貸住宅管理業者・ 家主等

居住支援団体
・ 居住支援法人
・ 社会福祉法人・ N P O 等

地方公共団体
（ 住宅部局・ 福祉部局）

居住支援協議会

2 . 経済的支援

保

証

会
社

不
動
産
事
業
者

国と 地方公共団体等による支援

[住宅セーフ ティ ネット 制度のイメ ージ]

情報提供

入居

登録

家賃・ 家賃債務

保証料等の低廉化セーフ ティ ネッ ト 住宅

賃貸人

都道府県等

要配慮者

（ 国土交通省資料に基づき 作成）

入
居
支
援
等

登録協力補助
（ 登録協力報奨金）

家賃債務保証料等低廉化補助
居住支援法人等応援事業

＜東京都及び
   八王子市＞改修費補助（ 国の直接補助あり ）

家賃低廉化補助

改修費融資（ 住宅金融支援機構）

貸主応援事業
（ 補助メ ニュ ー）

・ 耐震改修費補助

・ 住宅設備改善費補助

・ 見守り 機器設置費等補助

・ 少額短期保険等保険料補助

-1-
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登録住宅の情報公開
専用ＷＥＢサイト による

◯◯マンショ ン　 3 0 2

東京都◯◯区◯◯1丁目3 -2

東急◯◯線　 　 ◯◯駅から 徒歩6 分

△△△マンショ ン　 2 01

東京都◯◯区△△6 丁目7-10

小田急◯◯線　 　 ◯◯駅から 徒歩1 4 分

1 2 3 4 5 6 7 > > >最後新着順並べ替え2 7 5 件

東京都のセーフティ ネット 住宅

7 .7 万円

7 .6 万円

共益費・ 管理費　 8 ,0 0 0 円

共益費・ 管理費　 5 ,0 0 0 円

1K

2 9 m 2

3 階

1R

3 0 m 2

3 階

築2 9 年11ヶ月

6 階建て

空室

築21年3 ヶ月

5 階建て

空室

詳細を見る

詳細を見る

＜ト ップページ＞

※

＜物件掲載イメ ージ＞

入居時に家賃・ 家賃債務保証料等の支援を 受

けら れる 場合があり ます。 詳細は、物件が所在

する区市町村にご確認く ださ い。

住宅や周辺情報、入居対象者の範囲、条件など、

掲載さ れている 情報をご覧になれます。

都道府県からさ がす1

お探し の都道府県をクリッ ク2

「 詳細を見る」をクリッ ク3

※住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅 ：  

セーフ ティ ネット 住宅として登録さ れた住宅のこ と

セーフ ティ ネッ ト 住宅

 ht tps://www.safetynet-jutaku.jp/guest / index.php

[専用W EBサイト へのアク セス方法]

セーフティ ネット 住宅
情報提供システム

登録した賃貸住宅が国土交通省の管理する専用ＷＥＢサイト「 セーフ ティ ネット 住宅情報

提供システム」 に掲載さ れ、広く 情報が公開さ れます。なお、掲載にかかる費用は無料です。

-2-
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住宅の登録基準

4 賃貸条件・ その他
●入居を不当に制限し ないこと（ 制限の例 ：  差別的なも の・ 入居対象者が著し く 少数）

●家賃が近傍同種の住宅と 均衡を 失し ないこと 　 　 など

3 規模（ 面積）（ 注）東京都では、国の登録基準を 緩和しています。

（ １ ）一般住宅の場合

（ ２ ）共同居住型住宅（ シェ アハウス）の場合

着工日

各住戸の床面積

～平成8 年3 月3 1 日

1 5 m 2 以上

平成8 年4 月1 日～
平成1 8 年3 月3 1 日

1 7 m 2 以上

平成1 8 年4 月1日～
平成3 0 年3 月3 0 日

2 0 m 2 以上

平成3 0 年3 月3 1日～

2 5 m 2 以上

着工日

各住戸の床面積

～平成3 0 年3 月3 0 日

1 3 m 2 以上
※3

平成3 0 年3 月3 1日～

1 8 m 2 以上

着工日

各専用部分の床面積

住宅全体の面積

～平成3 0 年3 月3 0 日

7 m 2 以上

（ 1 3 m 2×居住人数＋1 0 m 2 ）以上

平成3 0 年3 月3 1日～

9 m 2 以上

（ 1 5 m 2×居住人数＋1 0 m 2 ）以上

◆共用部分に台所、収納、浴室又はシャワー室を 備え、共同で利用する場合

※3  共用部分に十分な面積を有するこ と が必要です。

（ 注） ひと り 親世帯向けシェ アハウスについては、上記と は別に基準があり ます。

構造1
●消防法、建築基準法などに違反し ないも のであること

●耐震性があること
※１

（ 新耐震基準に適合し ているこ と ）

 ※１  登録後に耐震改修工事を 行い、耐震性を 確保できる 場合を 含みます。

登録に当たり 、次の基準を満たす必要があります。

2 設備
（ １ ）一般住宅

※2
の場合

●各住戸が台所、便所、収納設備、浴室又はシャワー室を 備えること
（ 共用部分に台所、収納設備、浴室又はシャワー室を 備え、共同で利用する場合は、各住戸に備えなく ても よい）

※2  以下の共同居住型住宅（ シェ アハウス）以外の住宅

（ ２ ）共同居住型住宅（ シェ アハウス）の場合 

●住宅の専用部分か共用部分のいずれかに、居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室又は
シャワー室、洗濯室又は洗濯場を 備えること

●便所、洗面設備、浴室又はシャワー室は、5 人に1つ以上の割合で備えること
（ 例えば、定員4 人であれば各設備は1 つずつ、6 人であれば各設備は2 つずつ必要）

（ 注）ひと り 親世帯向けシェ アハウスについては、上記と は別に基準があり ます。

-3-
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セーフティ ネット 住宅の登録に当たり 、登録住宅又は専用住宅を選択できます。

登録住宅や　 　  専用住宅に登録すると 利用できる支援策

登録住宅と 　 　  専用住宅の関係

専用住宅登録住宅
住宅確保要配慮者の

入居を拒まない住宅

（ 住宅確保要配慮者以外の   
 入居も 可能）

住宅確保要配慮者のみが

入居可能な住宅

（ １ ）改修費補助（ 国）

（ ２ ）改修費補助（ 区市町村）

家賃低廉化補助

家賃債務保証料等低廉化補助

貸主応援事業（ 補助金）

（ １ ）耐震改修費補助

（ ２ ）住宅設備改善費補助

（ ３ ）見守り 機器設置費等補助

（ ４ ）少額短期保険等保険料補助

登録協力補助

少額短期保険等保険料補助

代理納付に関する手続の利用

改修費への融資

家賃債務保証保険の利用

1

2

3

4

5

6

7

8

9

国
の
補
助
制
度

東
京
都
独
自
の
補
助
制
度

そ
の
他

支援策 補助率 補助限度額 所管

１／３

２ ／３

ー

５ ／６

１／２

２ ／３

２ ／３

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

1 0 0 万円／戸
5 0 万円／戸

区市町村の
定める額

5 万円／戸

区市町村の
定める額

2 5 0 万円／戸

5 0 万円／戸

4 万円／戸

4 千円／戸

国土交通省

区市町村

東京都

区市町村

独立行政法人

住宅金融支援機構

登録住宅と 専用住宅

-4-
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家賃・ 家賃債務保証料等低廉化補助

（ 注）2 及び3 の補助については、区市町村により 、実施の有無や補助の要件が異なり ます。

　 　 詳細は、各区市町村へお問い合わせく ださ い。

 （ 2 の補助　 令和4 年度実施自治体： 墨田区、世田谷区、豊島区、練馬区、足立区、八王子市）

 （  3 の補助　 令和4 年度実施自治体： 墨田区、豊島区、八王子市、府中市）

家賃の低廉化への補助2

家賃債務保証料等の低廉化への補助3

●貸主

●原則月収1 5 .8 万円（ 収入分位

2 5 ％）以下の世帯
※住居確保給付金受給世帯を 除く
※住宅扶助を 受給する 場合、最長6 ヶ月併用可

●管理開始から 原則1 0 年以内
※ただし 、国費総額2 4 0 万円／戸を 超えない

　  範囲で、区市町村が１０ 年を 超えて定める

　  こ と が可能

●原則、入居者を公募し 、抽選その他

公正な 方法により 入居者を 選定

すること 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
※一定の要件を 満たせば現入居者でも 可

事業主体

●区市町村の定める 額
（ 国費限度額： 原則2 万円／戸・ 月）
※国・ 地方合わせて最大8 万円/戸・ 月

補助限度額

●補助前の家賃が近傍同種家賃
と 均衡を 失し ないこ と

●補助後の家賃が、公営住宅並み
家賃を下回ら ないこ と

家賃

低廉化
対象世帯

その他
主な要件

計算方法
例）家賃１２ 万円を８ 万円に減額する場合  
     （ ４ 万円が低廉化費用）

・ 区市町村の補助限度額が月額４ 万円　

→補助金： ４ 万円、貸主負担： なし

家賃を 減額
（ 低廉化）

家賃　 8 万円 差額4 万円

家賃　 １２ 万円

計算方法
例）家賃債務保証料1 2 万円を 6 万円に
 減額する 場合（ 6 万円が低廉化費用）

・ 区市町村の補助限度額が6 万円/戸

→補助金： 6 万円、保証会社等負担： なし

家賃債務保証料を 減額
（ 低廉化）

家賃債務保証料

6 万円
差額6 万円

家賃債務保証料　 １２ 万円

補 助

補 助

●入居者から 、家賃の3 ヶ 月分を 超

える 敷金、権利金、謝金等を 受領

するなど、不当な負担を 求めない

こ と

●適正な水準であるこ と
低廉化前の
保証料等

●入居時のみ

●入居者に保証人(事業主体を 除く )

を 求めないこ と  
その他

主な要件

補助の期間

●区市町村の定める 額
（ 国費限度額： 3 万円／戸）補助限度額

●登録家賃債務保証会社、

居住支援法人及び保険会社事業主体

●家賃債務保証料

●孤独死・ 残置物に係る保険料

低廉化
対象費用

●原則月収1 5 .8 万円（ 収入分位

2 5 ％）以下の世帯
※生活保護(住宅扶助)等を 受給し て
　 いる世帯を 除く

低廉化
対象世帯

補助の期間

家賃を引き下げた場合の差額を補助します。

家賃債務保証料等を引き下げた場合の差額を補助します。

専用住宅の補助制度

-5-
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（ 国土交通省資料に基づき 作成）

地域の居住支援法人や居住支援協議会等で は、住ま いにお困り の方に対するサポート を行っています。

入居の相談・
住宅の紹介

見守り サービ ス・
生活相談

家賃債務保証

連帯保証人に

代わっ て法人

が家賃債務を

保証するこ と

居住支援協議会の役割

東京都　 居住支援法人

https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/ juutaku_seisaku/pdf/kyojushien_04.pdf

都内の居住支援協議会

https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/ juutaku_seisaku/ha_council/kyougikai.html 居住支援協議会一覧

賃貸住宅への円滑な入居に係る 情報提供・ 相談などの入居支援、入居後の見守り・ 生活相談などの

生活支援、登録住宅の入居者への家賃債務保証などを 行います。

都道府県・ 区市町村、不動産関係団体、居住支援団体等が連携し 、住宅確保要配慮者と 民間賃貸住宅の

貸主の方の双方に対し て、住宅情報の提供等の支援を 行います。

【 東京都指定居住支援法人（ 令和5 年2 月末時点）】

居住支援法人の役割
居住支援法人は法律に基づき 都道府県知事の指定を 受けた法人です。

居住支援協議会は地方公共団体や不動産関係団体、居住支援団体等から 成る 協議会です。

【 サポート の例】

居住支援法人一覧

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

11

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

1 9

2 0

2 1

2 2

2 3

2 4

2 5

2 6

2 7

2 8

2 9

3 0

3 1

3 2

3 3

3 4

3 5

3 6

3 7

3 8

3 9

4 0

4 1

4 2

4 3

4 4

4 5

4 6

4 7

4 8

4 9

5 0

ホームネット 株式会社

特定非営利活動法人市民福祉団体全国協議会

特定非営利活動法人リト ルワンズ

社会福祉法人悠々会

特定非営利活動法人
ハビタ ット・ フ ォ ー・ ヒ ューマニティ・ ジャパン

株式会社ケアプロデュース

一般社団法人さ さ える 手

企業組合労協センタ ー事業団

特定非営利活動法人コ レ ク ティ ブハウジング社

株式会社こ たつ生活介護

特定非営利活動法人せたがや福祉サポート センタ ー

株式会社テップル

生活ク ラ ブ生活協同組合

一般社団法人ビーンズ

特定非営利活動法人東京ソ テリ ア

公益財団法人日本賃貸住宅管理協会

一般社団法人家財整理相談窓口

メ イク ホーム株式会社

株式会社Ｋ Ｕ Ｒ Ａ Ｓ ＨＩ

特定非営利活動法人
介護者サポート ネット ワーク センタ ー・ アラ ジン

一般社団法人く ら し サポート・ ウィ ズ

特定非営利活動法人東京こう でねいと

株式会社エイ プレ イ ス

株式会社Ｃ ａ ｓ ａ

ベスト・ レ ギュレ ーショ ン 株式会社

特定非営利活動法人
豊島子ども ＷＡ Ｋ Ｕ ＷＡ Ｋ Ｕ ネット ワーク

一般社団法人包括あんし ん協会

一般社団法人ウイ ズタ イムハウス

一般社団法人コ ミ ュ ニティ ネット ワーク 協会

有限会社アシスト

特定非営利活動法人エヌフィ ット

株式会社陽徳不動産

株式会社ヒ ューラ イ フ コ ーポレ ーショ ン

株式会社ふるさ と

吉祥ハウジング有限会社

株式会社メ リ アコ ーディ ネート

一般社団法人介護グループふれあい

株式会社ジェ イ・ エス・ ビー・ ネット ワーク

社会福祉法人大三島育徳会

株式会社ホッ と スペース東京

特定非営利活動法人インクルージョ ン センタ ー

東京オレンヂ

一般社団法人生涯現役ハウス

株式会社Ｒ ６ ５

株式会社う ぐ いす不動産

社会福祉法人おあし す福祉会

インケアフィ ット 株式会社

Ｉ Ｇ ＯＣ ＯＣ ＨＩ 株式会社

社会福祉法人白寿会

一般社団法人住まいと 暮ら し の相談室

賃貸住宅への円滑な入居支援・ 入居後の見守りなどの生活支援

N o . N o . N o .法人名 法人名 法人名

※N o .は法人指定番号

-6-

https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/juutaku_seisaku/pdf/kyojushien_04.pdf
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/juutaku_seisaku/ha_council/kyougikai.html
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よく あるＱ＆Ａ

詳細はこ ちら を ご参照く ださ い。

大家さ ん向け住宅確保要配慮者受け入れハンド ブッ ク 　 解説版　 Ｐ Ｄ Ｆ

よ く ある ご質問　 セーフ ティ ネッ ト 住宅情報提供システム

https://www.mlit.go.jp/common/001220443.pdf

ht tps://www.safetynet-jutaku.jp/guest / faq.php

● 八王子市に所在する住宅の登録の場合

八王子市まちなみ整備部住宅政策課　

八王子市元本郷町三丁目2 4 番1号 

☎0 4 2 -6 2 0 -7 2 6 0（ 直通）　

A2

Q2
住宅の登録の際、貸主が、全ての住宅確保要配慮者ではなく 、入居対象者の範囲を 定めるこ と ができる

と あり ますが（ Ｐ ５ ）、どのよう に定めるこ と ができ ますか？ また、どのよう な条件を 付けるこ と ができ

ますか？

例えば、「 高齢者のみの入居を 拒まない」と するこ と ができ ます。また、「 自力で 生活できる方か介助者

が近く に居住し ている方に限る」と いった条件を 付けるこ と ができ ます。

家賃の低廉化への補助（ Ｐ 8 ）について、「 原則、入居者を 公募し 」と の要件があり ま すが、老朽化し た

住宅の建替え に当たり 、建替え 前の入居者が建替え 後も 引き 続き 入居し た 場合は、補助を 受ける

こ と はでき ますか？

原則と して、補助を 受けるこ と はでき ません。

Q4

A4

家賃の低廉化への補助（ Ｐ 8 ）に つ いて 、「 原則、入 居者を 公募し 、抽選そ の他公正な 方法によ り

入居者を 選定する こ と 」と の要件があり ますが、「 公募」の手法に 決まり はあり ま すか？ ま た 、「 申し

込み先着順」は認めら れますか？　 　

「 公募」の手法に 決まり はなく 、例え ば、ホームページ への掲載（「 セ ーフ ティ ネッ ト 住宅情報提供

シス テム」への掲載を 含みま す）や不動産店で の広告掲示も 認めら れま す。 ま た 、入居者の選定

方法と し て「 申し 込み先着順」も 認めら れます。

Q5

A5

住宅確保要配慮者（ Ｐ１ 、２ ほか）と は？　

東京都では次のよう に定めていま す。低額所得者、被災者（ 発災後３ 年以内）、高齢者、障害者、子ど も

（ 高校生相当以下）を 養育し ている 者、外国人、中国残留邦人、児童虐待を 受けた者、ハン セン 病療養

所入所者、ＤＶ 被害者、北朝鮮拉致被害者、犯罪被害者、生活困窮者、更生保護対象者、東日本大震災に

よる 被災者、海外から の引揚者、新婚世帯、原子爆弾被爆者、戦傷病者、児童養護施設退所者、ＬＧＢＴ 等、

ＵＩ Ｊ タ ーンによる 転入者、住宅確保要配慮者に対して生活支援等を 行う 者

A1

Q1

入居中の住宅を 登録し た場合は、補助対象と なり ますか？（ Ｐ ７ ～P１０ ）

家賃・ 家賃債務保証料等低廉化への補助、登録協力補助については、入居中は対象外である一方、改修費

補助、耐震改修費補助
※
、見守り 機器設置費等補助（ 見守り 機器）

※
、住宅設備改善費補助

※
については、入居

の有無は問いません。なお、少額短期保険等保険料補助
※

、見守り 機器設置費等補助（ 見守り サービス）
※

については、保険の対象と なる又はサービスを受ける入居者がいる必要があります。
※は貸主応援事業の補助メ ニューです。

A3

Q3

令和5 年3 月発行

■ 住宅の登録及び補助制度に関するお問い合わせ

公益財団法人東京都防災・ 建築まちづく りセンタ ー

新宿区西新宿7 -7 -3 0 小田急西新宿O-PLACE3 階  ☎0 3 -5 9 8 9 -17 9 1（ 直通）

■ 住宅セーフ ティ ネッ ト 制度に関するお問い合わせ

東京都住宅政策本部民間住宅部安心居住推進課 住宅セーフティ ネット 担当

新宿区西新宿２ -８ -１  都庁第２ 本庁舎13 階南側  ☎0 3 -5 3 8 8 -3 3 2 0（ 直通）

-7-

https://www.mlit.go.jp/common/001220443.pdf
https://www.safetynet-jutaku.jp/guest/faq.php


都営住宅の活用

■優先入居制度（世帯向け）

住宅に困窮する低額所得者の中でも、特に困窮度が高い者について、都営住宅への優先入居を図る制度（高齢者世帯、
障害者世帯、ひとり親世帯、著しく所得が低い世帯など）

倍率優遇方式
高齢者、心身障害者、ひとり親、多子等の世帯について、当せん確率を、他の一般の入居申込者より
５倍または７倍有利に取扱う方式（年２回実施）

ポイント方式
住宅困窮度を点数で評価し、合計点数が高い世帯から入居者を決定する方式（年２回実施）

※ 優先入居制度、単身者向け募集いずれも東京都営住宅条例第６条に掲げる使用者の資格条件を具備している必要がある（同条例第７条に該当する者を除く）

戸数割当方式
母子生活支援施設転出者向けなどに一定戸数を事業所管局等に割り当てる方式

■単身者向け募集

６０歳以上の高齢者の方や障害者の方などのほか、配偶者等から暴力を受けた被害者の方で一定の要件を満たす場合に単
身者でも入居申し込みが可能
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R4年度 利用登録者の来歴

事業イメージ図

住居を喪失し、インターネットカフェなどに寝泊まりしながら不安定な就労に従事する者や離職

者等に対して、サポートセンターを設置し、生活支援、居住支援、資金貸付及び就労支援を実

施することにより、自立した安定的な生活の促進を図る。

目的

対

象

者

総

合

相

談

受

付

居住支援
・都内の低家賃物件情報の提供、マッチング

・契約手続きの指導や助言

・保証料など賃貸借契約への支援

就労支援
・就労準備コース

（支援プログラム作成、就労準備支援）

・就職支援コース

（就職相談、職業紹介、面接指導など）

・介護職支援コース

資金貸付（無利子）
・一般：住宅資金40万、生活資金30万

生活支援
・生活全般の相談

・看護師等による健康相談

他機関との連携（区市町村生活困窮窓口、福祉事務所、ハローワーク、相談機関、民間支援団体

住居確保

就労

安定

生活

アフターフォロー

住居喪失不安定就労者・離職者等対策について（ＴＯＫＹＯチャレンジネット）

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R02 R03 R04

1,066
1,051

1,006907 769 772 718 749 785 745 707 577

1,290
913 880

80 120 115
118

104 118 127 144 214 242 271
234

318

301 300

年度別 登録者数の推移

10代 20代 30代 40代 50代 60代～

14 

140 168 
208 196 

154 6 

61 
44 

60 76 

53 

R4年度 登録者の年齢分布

ｔ＝1,180 ｔ＝816

就労や住居確保など、生活が改善された者の割合

（令和４年度）８９.７％

事業実績

◆リーマンショックを契機とした世界的な不況→製造業を中心とした”派遣切り”

○平成２０年４月 住居喪失不安定就労者サポート事業として事業開始

サポートセンター「ＴＯＫＹＯチャレンジネット」を設置 場所：東京都健康プラザハイジア３F

○平成２３年４月 住居喪失不安定就労者・離職者等サポート事業として再構築

◆新型コロナの緊急事態宣言➡ネットカフェ等の休業により居場所を失う方が増加
○一時利用住宅の拡充（１００戸➡５００戸）、緊急的な一時宿泊場所の提供（１００部屋）

経緯など

総合相談を通じ、生活支援、居住支援、就労支援等の総合的支援を実施

392

1,050 1,140 1,095

0

H31 R2 R3 R4

一時住宅利用者数の推移

女性
男性

女性
男性


